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本件への参加に際しては、必ずこの「さいたま市みんなのアプリを活用した地域活性化・

地域課題の解決戦略推進業務企画提案実施要領（以下、「実施要領」という。）」をお読みく

ださい。また、次の事項にご留意ください。 

(1) 提案者は、本書及びその他交付資料等を熟読し、遵守してください。 

(2) 本件の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とします。 

(3) 提出された書類は、返却しません。 

 

 

業務主管課（問合せ先及び提出先） 

担当 さいたま市 経済局 商工観光部 地域活性化推進課 

所在地  さいたま市浦和区常盤６－４－４ ５階 

TEL ０４８－８２９－１３９６ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ chiiki-kasseika-suishin@city.saitama.lg.jp 

 

  

  

さいたま市みんなのアプリを活用した 

地域活性化・地域課題の解決戦略推進業務 

企画提案実施要領 
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１ 業務の目的及び概要 

「さいたま市みんなのアプリを活用した地域活性化・地域課題の解決戦略推進業務 要

求水準書」（以下、「要求水準書」という。）を参照してください。 

 

２ 業務の実施 

本業務は、公募型プロポーザル方式により受託者を選定し、実施します。 

なお、実施内容については、要求水準書及び企画提案書に基づき、委託者と受託者の協

議の上、必要に応じ調整を行い、契約内容として決定します。 

 

３ 参加資格 

本件に参加（企画提案書の提出）を希望する者は、次のすべての要件を満たさなければ 

ならないものとします。 

(1) 令和８年６月１日において、令和８・９年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物

品等）の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「催物、映画、広告、その他の業務」、

営業品目（大分類）「その他業務」内の営業品目（小分類）「集計・調査、企画研究、

計画策定業務」又は「その他の業務」で登載されている者であること。 

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の

決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、

さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企 

業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づ

く協同組合にあっては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、

本件に参加していないこと 

(3)  令和８年６月１日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び

委託業務業者入札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の

措置（以下、「入札参加停止」という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置（以

下、「入札参加除外」という。）を受けている期間がない者であること。 

 

４ 資料及びその交付方法  

(1) 交付資料  

ア 実施要領  

イ 要求水準書  
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ウ 提出書類各種様式（様式１～６） 

(2) 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロードできます。 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 

【プロポーザル方式】→【さいたま市みんなのアプリを活用した地域活性化・地域課

題の解決戦略推進業務 企画提案の募集について】 

(3) その他 

ア (1)ア～ウの資料は、本件以外で使用することはできません。 

イ さいたま市契約規則及びさいたま市業務委託契約基準約款は、さいたま市ホーム 

ページにてご確認ください。 

(ｱ) さいたま市契約規則 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 

【契約関係規程集】→【共通】→【共通（規程集）】→【さいたま市例規集】 

(ｲ)  さいたま市業務委託契約基準約款 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 

【契約関係規程集】→【契約約款】→【契約約款（規程集）】 

 

５ 説明会 

(1) 本件にかかる説明会は、開催しません。 

(2) 本件の内容に関する質問がある場合については、７ 質問及び回答を参照してくださ

い。 

 

６ 参加意思の表明手続き 

本件への参加（企画提案書の提出）を希望する者は、次により参加意思表明書を提出し

てください。 

(1) 提出期間  

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

(2) 提出書類  

「別表１ 各種様式」中の「様式１ 参加意思表明書」  

(3) 提出方法  

持参のみとします（郵送及び電子メール不可）。 

(4) 提出先  

表紙に記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。  

(5) 参加資格の確認  

参加意思表明書を提出した者に対しては、本件への参加資格の有無にかかる通知を

令和８年６月１８日付けで発送します。 
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７ 質問及び回答 

本件の内容に関して質問がある場合は、次の方法で質問を行うことができます。 

(1) 受付期間 

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。 

(2) 質問方法 

質問は電子メールでのみ受け付けます。次の事項を遵守してください。 

ア 質問書の様式は、４ 資料及びその交付方法にて本市（業務主管課）が提示する「様

式２ 質問書」とします。この様式に質問事項等を入力してください。 

イ 電子メールの表題は「プロポ【質問（提案者名※）】さいたま市みんなのアプリを

活用した地域活性化・地域課題の解決戦略推進業務」としてください。これに、アで

作成した電子データを、ファイル形式を変換せずに（拡張子を変えずに）添付し、送

信してください。 

ウ セキュリティの関係上、本様式以外のデータの添付を禁じます。 

エ 電子メール送信後、１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」に、

到達確認の電話をお願いします。 

オ 受付期間内に、質問が本市（業務主管課）に到達するようにしてください。受付期

間内に未到達（到達確認されなかったものを含む。）の質問に対しては、一切回答しま

せん。 

カ 質問の内容は参加意思表明書を提出したすべての者に公表します（詳細は(4)のと

おり）。本市（業務主管課）の判断により、一部非公表とすることもありますが、質問

の公表によって、自己の提案内容等が他者に類推されたとしても、本市（業務主管課）

は一切の責任を負いません。なお、質問者の名称は公表しません。 

(3) 質問の提出先 

１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。 

(4) 質問に対する回答 

質問の内容及び回答は、令和８年６月１０日（水）までに、さいたま市ホームペー

ジ上に公表します。ただし、市（業務主管課）の判断により、一部非公表とすること 

もありますが、質問の公表によって、自己の提案内容等が他者に類推されたとしても、 

市（業務主管課）は一切の責任を負いません。 なお、質問者の名称は公表しません。 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 【プ

ロポーザル方式】→【さいたま市みんなのアプリを活用した地域活性化・地域課題の

解決戦略推進業務 企画提案の募集について】 

 

８ 企画提案書等 

(1) 企画提案書の内容  

要求水準書を参照の上、「別表４ 企画提案内容及び審査の視点」に記載されている提
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案内容を含む提案書を提出してください。  

(2) 企画提案書等の提出 

ア 提出書類  

「別表３ 提出書類一覧」を参照してください。  

イ 提出方法  

持参のみとします（郵送及び電子メール不可）。 

ウ 提出期限  

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

エ 提出場所  

１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。  

(3) 企画提案書等の受理  

ア 10 提案者の失格 に該当する場合は、企画提案書等を受理しません。  

イ 書類の不備・不足等が確認された場合は、企画提案書等を受理しません。  

ウ 「別表３ 提出書類一覧」で指定する書類以外は、一切受理しません。  

(4) 企画提案書等の取り扱い  

ア 市（業務主管課）は、提出された企画提案書等を提案者以外の者に知られることの

ないように取り扱います。ただし、最優秀提案者の提案については、一部（他者と比

べ優位な点等）を公表することがあります。  

イ 市（業務主管課）は、提出された企画提案書等を審査目的以外に提出者に無断で使

用しません。  

ウ 提出された企画提案書等は、事由の如何を問わず返却しません。ただし、提出期限

内に提出者からの申出があった場合に限り、企画提案書等の追加・差替えができるこ

ととします。  

エ 提出期限後の、企画提案書等の追加・差替えは一切認めません。  

(5) 企画提案書等の到着確認に関する問合せ先  

１ページに記載の「業務主管課（問合せ先及び提出先）」を参照してください。 

 

９ 審査・選定 

(1) 審査方法及び審査基準  

提出された企画提案書等に対し、「さいたま市みんなのアプリを活用した地域活性

化・地域課題の解決戦略推進業務業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）」が、

それぞれ「別表４ 企画提案内容及び審査の視点」に則り、評価点を算出します。  

本件にかかる企画提案会（プレゼンテーション）は、開催しません。  

本件の履行にあたっては、事業者の幅広い知識や技術等が重要であることから、提 

出された企画提案書等に対し、選定委員の１名でも最低基準点（60 点）を下回る評 

価点を付けた場合、その企画提案書を提出した事業者を最優秀提案者に特定しない 
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ことがあります。  

(2) 優先交渉権者の決定  

提案内容が本市の要求を満たしている企画提案書について、評価を行い、最優秀提案

者を優先交渉権者とします。  

全委員の評価点の合計（以下、「総合評価点」という。）が最も高い提案書を提出した

者を最優秀提案者として特定し、優先交渉権者とします。  

総合評価点の最も高い者が２者以上あるときは、見積額の最も低い者を最優秀提案 

者とします。  

それでもなお、見積額の最も低い者が２者以上あるときには、選定委員会において、

委員長の定める方法により、最優秀提案者を特定します。  

提出されたすべての企画提案書が本市の要求を満たさないものであると判断した場

合は、優先交渉権者を選定しないことがあります。  

(3) 審査結果の通知  

ア 通知日  

「別表２ 企画提案実施スケジュール」を参照してください。  

イ 通知方法  

郵送により各提案者に送付します。 

 

10 提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。（提案書は無効となります。） 

(1) ３ 参加資格に掲げる要件を満たさなくなった場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(4) 見積金額が要求水準書に記載されている予算の上限額を超えている場合 

(5) 複数の提案が提出された場合 

 

11 その他の留意事項  

(1) 提出された書類は、行政情報開示請求により全部又は一部を公開することがありま

す。  

(2) 参加意思表明書の提出後、本件を辞退する場合は、企画提案書受付期間内に辞退届

（様式６）を提出してください。  

(3) 自然災害の発生等により、委託者並びに受託者協議のうえ、事業の一部又は全部を 

中断する場合があります。 

(4) 本件の企画提案書提出期限日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は

入札参加除外を受けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されるこ

とがあります。 
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別表１ 各種様式 

様式番号 様式名 

様式１  参加意思表明書 

様式２  質問書 

様式３ 企画提案書表紙 

様式４ 業務経歴書 

様式５ 業務の実施体制調書 

様式６ 辞退届 
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別表２ 企画提案実施スケジュール 

 企画提案募集開始 

 令和８年６月１日（月） 

 ・告示、さいたま市ホームページにて募集情報公開開始 

 資料交付期間 

 令和８年６月１日（月）から令和８年６月１５日（月）まで 

 ・さいたま市ホームページにて交付 

 参加意思表明書受付期間 

 令和８年６月１日（月）から令和８年６月１５日（月）まで 

 ・「様式１ 参加意思表明書」を用いること 

 参加資格の確認通知 

 令和８年６月１８日（木）付で送付予定 

 ・郵送により通知 

 質問受付期間 

 令和８年６月１日（月）から令和８年６月４日（木）まで 

 ・電子メールでのみ受け付ける。「様式２ 質問書」を用いること 

・回答は令和８年６月１０日（水）までにさいたま市ホームページに掲載予定。 

 企画提案書受付期間 

 令和８年６月１８日（木）から令和８年６月２９日（月）まで 

 ・提出書類については、別表１及び別表３を参照 

 審査結果通知 

 令和８年７月下旬に通知予定 

 ・郵送により通知 

 契約 

 令和８年７月下旬を予定 

注１：本件の詳細については、必ず実施要領本文にて確認すること。 

注２：本件にかかる書類等の受付時間については、時間の指定がある場合を除き、「休日

を除く毎日、午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時まで」としま

す。  
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別表３ 提出書類一覧 

 

№ 書類名 提出部数 提出期限 

１ 

参加意思表明書（様式１） 

・会社概要が分かる資料を添付すること 

１部 令和８年６月 

１５日（月） 

午後４時 

２ 企画提案書（様式３） 【紙資料３部】 

正本１部  

副本２部  

(複写可)  

 

【電子データ】 

DVD-R 等に  

NO. ２～７の

資 料 を PDF 

形式で格納し

て提出。  

※副本及び電

子データは企

業名や企業ロ

ゴが分からな

いようにする

こと。 

令和８年６月 

２９日（月） 

午後４時 

３ 

企画提案内容（任意書式） 

・企画提案内容本文中に企業名、企業ロゴ等を 

記載しない。  

・別表４の企画提案に関する項目ごとにインデ

ックスを付すこと。 

４ 業務工程表（任意様式） 

５ 業務経歴書（様式４） 

６ 業務の実施体制調書（様式５） 

７ 見積書（任意書式） 

・見積もった金額を記載のうえ、消費税等の取 

扱い（税込・免税）も明記すること。 

・免税事業者の場合、免税事業者届出書を添付 

すること。 

・内訳を記載すること。（または別紙で作成） 
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別表４ 企画提案内容及び審査の視点 

 

評価項目 審査の視点 配点 

１ 企画提案書全体 

 

(1)業務への理解度 

・本業務の背景及び目的を十分に理解し、業

務を履行する上での方針、目的、目標等に

ついて明確に示されているか。 

１０ 

(2)取組の推進力 

・本業務の背景及び目的を踏まえ、取組推進

に向けた具体的な方策等が記載されている

か。 

・記載された方策等は具体性、現実性がある

か。 

１０ 

２ 業務実績 

 (1)事業者の業務実績 
・適切に履行・完了した同種又は類似する事

例に取り組んだ実績があるか。 

５ 

 

３ 業務の実施体制 

 

(1)実施体制 

・実施体制及び配置人員数、役割分担が明確

であり、本業務を適正かつ円滑に履行でき

る体制が確保されているか。 

５ 

４ 業務内容に関する提案 

 (1)さいたま市みんなのアプ 

リの拡張戦略の推進  

・実効性のある連携検討スキームが具体的に

記されているか。また、創意工夫がなされて

いるか。 

・さいたま市みんなのアプリ及び本市の現状

を十分に理解した上で、連携先を提案してい

るか。 

１５ 

 

(2)データ利活用戦略の推進 ・実効性のあるアクションプランが具体的に

記されているか。また、創意工夫がなされて

いるか。 

・本市及び事業者等の現状も踏まえ、実効性

のあるデータ利活用実証を提案しているか。 

１０ 

(3)全国トレンド化戦略の 

推進 

・実効性のある協議会とするための組織構

成、財源及び運営体制が具体的に記されてい

るか。また、創意工夫がなされているか。 

・全国トレンド化戦略とさいたま市みんなの

２０ 
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アプリの関連施策との連携の方向性が具体

的に整理されているか。 

(4) その他 独自性 ・本市の地域活性化・地域課題の解決に向け

た各種取組を推進するために必要と考えら

れる独自の提案があるか。 

２５ 

合計 １００ 

 

（注）見積額の取扱い 

見積額には評価点を付さないが、次のとおり取扱うので留意すること。 

① 最優秀提案者を特定する際に使用することがある。 

     ② 要求事項にて示す本プロポーザルの予算の上限額を上回る額の見積額を提示

した場合、この見積額を提示した者は本プロポーザルの参加資格を失う。参加資

格を失った者の提案書の評価（採点、順位付け等）は行わない 




